
 

広報無線・安心メールの発信時間 

○広報無線 

時間 広報 内容 

22 日

10:29 

火災広報（第１出動） 糸魚川地域大町１丁目広小路通り付近で建物火災が

発生しました。消防団は第１出動してください。 

10:47 火災広報（第２出動） 糸魚川地域大町１丁目広小路通り付近で発生した建

物火災は延焼の恐れがあります。消防団は第２出動し

てください。 

11:35 火災広報（第３出動） 糸魚川地域大町１丁目広小路通り付近で発生した建

物火災は拡大の恐れがあります。消防団は第３出動し

てください。青海消防隊、能生消防隊の出動を要請し

ます。 

12:22 火災広報（避難勧告） 大町１丁目で発生した建物火災は強風のため延焼拡

大の恐れがあります。避難勧告を大町２丁目と本町に

発令しました。避難場所は市民会館です。なお火災現

場付近の車両は移動をお願いします。 

12:26 火災広報（第４出動） 糸魚川地域大町１丁目広小路通り付近で発生した建

物火災は延焼拡大の恐れがあります。消防団積載車は

全車両出動してください。 

13:00 火災広報（避難勧告２） 火災広報（避難勧告）同様 

13:25 火災広報（避難勧告３） 同上 

15:00 火災広報（避難勧告４） 同上 

16:00 火災広報（避難勧告５） 同上 

16:53 火災広報（避難勧告６） 大町１丁目で発生した建物火災は強風のため延焼拡

大の恐れがあります。避難勧告を大町２丁目と本町、

あらたに大町１丁目に発令しました。避難場所は市民

会館です。なお火災現場付近の車両は移動をお願いし

ます。 

18:00 火災広報（避難勧告７） 大町１丁目で発生した建物火災の避難勧告を大町１

丁目、大町２丁目、本町に発令しました。避難場所は

市民会館です。 

19:00 火災広報（避難勧告８） 同上 

20:00 火災広報（避難勧告９） 同上 

20:50 鎮圧放送 糸魚川地域大町１丁目広小路通り付近で発生した建

物火災は、おさまり他に燃え広がる恐れはなくなりま

した。 

21:32 安否確認のお願い ご家族や、親族などで今回の火災により、被害にあっ

たと思われる方がいましたら、安否の確認をお願いし
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ます。 

被害にあったと思われる方で、連絡がつかない方がい

ましたら、市役所又は糸魚川警察署までご連絡くださ

い。 

23 日 

7:55 

現場検証 本日、警察と消防で火災の現場検証を行います。 

関係者であっても現場検証を行っている間は、現場へ 

の立ち入りはできませんので、ご注意ください。 

10:49 現場検証と路上駐車 現在、警察と消防で火災の現場検証を行っています。 

関係者であっても現場検証を行っている間は、現場へ

の立ち入りはできませんのでご注意ください。 

なお、糸魚川駅周辺で車両の動きが取れにくくなって

います。糸魚川駅周辺での路上駐車はしないようお願

いします。 

11:25 相談窓口の設置 被災された方への住宅・金融・保険等の総合相談に応

じる相談窓口を設置します。 

日時は、本日午後 5時まで、場所はヒスイ王国館及び

上刈会館です。 

17:22 鎮火広報 昨日発生した建物火災は、本日午後４時 30 分に鎮火

となりました。 

なお、避難勧告は継続中です。 

火災発生区域は、現場検証が終わるまで立ち入りがで

きませんのでご注意ください。 

24 日 

7:30 

避難勧告区域への立ち入

り 

本日、午前９時から 12 時までの間、関係者のみ大町

１丁目２番を除いた避難勧告区域への立ち入りを可

能とします。 

車での進入はできません。なお、一部立ち入りができ

ない場所もあります。 

立ち入りの際は、足元や頭上に注意してください。 

11:54 避難勧告区域への立ち入

り終了 

本日、12 時をもちまして、避難勧告区域の立ち入り

については終了いたします。 

できるだけ早く区域から離れてください。 

その際は、足元や頭上に注意をお願いします。 

16:10 避難勧告の解除 本日、午後４時をもって本町、大町１丁目、２丁目の

避難勧告を解除しました。 

なお、道路については、一部、通行に制限があります

ので、ご注意ください。 

16:40 火災現場への立ち入り規

制 

本日、午後４時をもって本町、大町１丁目、２丁目の

避難勧告を解除しましたが、一部の区域においては、



 

関係者以外の立ち入りはできませんのでご注意くだ

さい。 

25 日 

7:30 

ガスの供給開始 火災により、ガスを停止しておりましたが、一部を除

き供給を再開しました。開栓は職員が伺いますので、

ガス水道局までご連絡ください。 

8:00 被災証明書の発行 この度の火災における家屋の被災証明書を今日から

発行します。 

会場は市役所１階で、時間は午前９時３０分から午後

５時までです。 

併せて、無償で提供できる公営住宅や民間アパート

等、仮住宅の入居希望の相談も行っております。 

18:45 被災者説明会の開催 この度の火災における復旧支援に向けて被災者説明

会を開催します。 

12月 27日午後 7時から、12月 28日午前 10時からの

いずれかに出席してください。 

会場はいずれもヒスイ王国館です。 

19:30 交通規制の一部解除 火災に伴う道路の交通規制のうち、本町通りの通行止

めを、明日の午前 8時に解除します。 

現地の誘導員の指示に従い、注意して通行してくださ

い。 

26 日 

7:30 

交通規制の一部解除 火災に伴う道路の交通規制のうち、本町通りの通行止

めを、本日午前 8時に解除します。 

現地の誘導員の指示に従い、注意して通行してくださ

い。 

 

○安心メール 

時間 配信者 表題 内容 

22 日 

10:34 

消防本部 火災情報（発生） 火災区分：一般建物 発生時刻：12月 22

日 10時 28分頃。 

12:42 消防本部 火災情報（経過） 建物火災は強風により延焼拡大し消火活

動中。避難勧告を大町２丁目、本町に発

令。避難場所は市民会館。 

13:06 建設課 路線バス一部迂回 火災により路線バス全線迂回運行。 

13:31 建設課 R8寺町～横町全面交通止め 火災により国道８号寺町交差点～横町交

差点全面交通止め。 

13:54 消防本部 火災情報（経過２） 火災情報（経過）同様 

13:54 建設課 路線バス一部迂回 火災により路線バス全線迂回運行。糸魚

川駅北側周辺は運行せず、アルプス口発



 

着または経由とする。 

16:03 消防本部 火災情報（経過３） 火災情報（経過２）同様 

17:07 消防本部 火災情報（経過４） 建物火災は強風により延焼拡大し消火活 

動中。避難勧告を大町１丁目、２丁目、 

本町に発令。避難場所は市民会館。 

18:04 消防本部 火災情報（経過５） 同上 

19:06 消防本部 火災情報（経過６） 同上 

20:05 消防本部 火災情報（経過７） 同上 

20:24 ガス水道 消防活動に伴う節水お願い 糸魚川、能生地域上水道の節水協力依頼。 

20:54 消防本部 火災情報（鎮圧） 火災鎮圧。被害拡大の恐れなし。 

21:34 対策本部 安否確認お願い 市民に被災者の安否確認依頼。 

23 日 

8:00 

対策本部 火災現場検証について 現場検証中は市民関係者も現場立ち入り

規制依頼。 

9:43 建設課 R8 寺町～横町全面交通止め解

除 

国道寺町交差点～横町交差点全面交通止

め解除。なお上越方面車線は１車線のみ。 

北陸自動車道能生 IC から親不知 IC の代

替路(無料)措置終了。 

10:54 対策本部 火災現場検証路上駐車 現場検証中。駅周辺の路上駐車注意喚起。 

11:09 対策本部 被災者相談窓口設置について 同左 

14:10 建設課 R8大町～横町全面交通止め 14:30～10分間を数回、全面交通止め数回

実施。 

17:28 対策本部 火災情報（鎮火） 16:30鎮火。避難勧告継続中。火災発生場

所は現場検証終了まで立ち入り禁止。 

19:50 対策本部 被災者相談窓口設置について 同左 

24 日 

7:30 

対策本部 避難勧告区域立入禁止につい

て 

９時～12 時まで関係者のみ大町１丁目２

番の除き避難勧告区域の立ち入り可能。 

16:10 対策本部 避難勧告解除 本日 16時をもって避難勧告解除。 

16:41 対策本部 火災現場への立ち入り規

制 

本日 16時をもって避難勧告解除。一部区

域は関係者以外立ち入り規制。 

17:58 対策本部 被災者相談窓口設置について 同左 

20:59 対策本部 被災証明発行と住民相談 被災証明発行。無償公営住宅、アパート

入居希望者相談。 

25 日 

7:52 

ガス水道 ガス供給再開と開閉につ

いて 

一部除き都市ガス供給再開。開閉ガス水

道局職員実施。 

11:20 対策本部 被災者説明会開催につい

て 

被災者へ被災者説明会参加依頼。 

19:30 対策本部 交通規制の一部解除 火災に伴う道路の交通規制のうち、本町

通り(市道横町大町線)の通行止めを、12



 

月 26日(月)の午前８時に解除。 

19:40 対策本部 金融機関の営業 避難勧告の解除に伴い、12月 26日以降、

次の金融機関は通常営業。 

・第四銀行 糸魚川支店 

・北越銀行 糸魚川支店 

・糸魚川信用組合 本町支店 

・ひすい農業協同組合 本店 

H28.12.26 8:00まで 


